
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和２年８月２５日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 冨田えいじ ㊞

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

まちづくり協議会について

⑴ 本市が考える「まちづくり協議会」はどのような組織で、

今現在どのように捉えているか。

⑵ まちづくり協議会の今後の運営はどのようか。

２

引きこもりについて

⑴ 引きこもりの実態調査はしているか。

⑵ 本市は引きこもりについてどのように考えているか。

３

広報ながくて「子育ての広場」について

⑴ 何故広報ながくての紙面から「子育ての広場」をなくし

たのか。

⑵ 「子育ての広場」の紙面内容の広報手段として活用してい

る子育て支援アプリは、現在実証実験中だが、どのような経

緯で導入したのか。また、長久手市独自のものか。

⑶ 子育て支援アプリの登録者数は何名か。また今後アプリを

導入したことでの効果の検証は、誰がどのように行うのか。



４

ハラスメントについて

令和２年６月定例会一般質問にて、国で定めたストレスチ

ェックという方法があり、過去３回実施しているとの答弁が

ありました。

⑴ ストレスチェックとは、なんですか。

⑵ 本市は第３者のプロの方にハラスメント等が相談できる

窓口があるか。


